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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）を備えて冷凍庫（C）
内を冷却する冷凍装置であって、
　発電機（32）と、
　前記発電機（32）を駆動する発電機用エンジン（31）と、
　前記発電機（32）の発電電力で駆動されて前記冷媒を圧縮する電動圧縮機（21）と、
　前記発電機用エンジン（31）に、必要な冷却能力に応じて発停を繰り返す発停サイクル
を行わせるエンジン発停部（52,53）と、
　前記発電機用エンジン（31）の始動用の電力を供給するバッテリー（35）と、
　前記発電機（32）を電源として充電電流（I）が制御可能に構成され、前記バッテリー
（35）を充電する充電器（36d）と、
　前記バッテリー（35）の放電量に見合う電荷量が、前記発電機用エンジン（31）の発停
サイクル中に充電されるように、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御する充電制御
部（36c）と、
　を備え、
　前記充電制御部（36c）は、前記電荷量の充電が、前記発電機用エンジン（31）の始動
から前記冷媒回路（20）が安定化するまでの安定化期間（T）として設定された所定の期
間内に完了する電流値に、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御することを特徴とす
る冷凍装置。
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【請求項２】
　請求項１の冷凍装置において、
　前記バッテリー（35）の充電不足量を測定する充電過不足量測定部（37）をさらに備え
、
　前記充電制御部（36c）は、前記充電過不足量測定部（37）が充電量不足を検出した場
合には、前記冷媒回路（20）の安定化の後も、前記充電器（36d）に充電を継続させるこ
とを特徴とする冷凍装置。
【請求項３】
　請求項１の冷凍装置において、
　前記安定化期間（T）を予測する安定化期間予測部（36a）をさらに備えていることを特
徴とする冷凍装置。
【請求項４】
　請求項３の冷凍装置において、
　前記冷媒回路（20）は、電子膨張弁（23）を備え、
　前記安定化期間予測部（36a）は、前記安定化期間（T）として、前記電動圧縮機（21）
の回転が安定化するまでの期間、及び前記電子膨張弁（23）の開度調整に要する期間のそ
れぞれの予測期間の合計期間を求めることを特徴とする冷凍装置。
【請求項５】
　請求項１の冷凍装置において、
　前記安定化期間（T）は、予め定めた固定値であることを特徴とする冷凍装置。
【請求項６】
　冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）を備えて冷凍庫（C）
内を冷却する冷凍装置であって、
　発電機（32）と、
　前記発電機（32）を駆動する発電機用エンジン（31）と、
　前記発電機（32）の発電電力で駆動されて前記冷媒を圧縮する電動圧縮機（21）と、
　前記発電機用エンジン（31）に、必要な冷却能力に応じて発停を繰り返す発停サイクル
を行わせるエンジン発停部（52,53）と、
　前記発電機用エンジン（31）の始動用の電力を供給するバッテリー（35）と、
　前記発電機（32）を電源として充電電流（I）が制御可能に構成され、前記バッテリー
（35）を充電する充電器（36d）と、
　前記バッテリー（35）の放電量に見合う電荷量が、前記発電機用エンジン（31）の発停
サイクル中に充電されるように、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御する充電制御
部（36c）と、
　を備え、
　前記バッテリー（35）の充電不足量を測定する充電過不足量測定部（37）を、さらに備
え、
　前記充電制御部（36c）は、前記電荷量の充電が、前記発電機用エンジン（31）の始動
から前記冷媒回路（20）が安定化するまでの安定化期間（T）として設定された所定の期
間内に完了する電流値よりも小さな値に、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御し、
前記充電過不足量測定部（37）が充電不足を検出した場合には、次に前記発電機用エンジ
ン（31）が始動された際に、前記充電器（36d）に不足分の充電を行わせることを特徴と
する冷凍装置。
【請求項７】
　冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）を備えて冷凍庫（C）
内を冷却する冷凍装置であって、
　発電機（32）と、
　前記発電機（32）を駆動する発電機用エンジン（31）と、
　前記発電機（32）の発電電力で駆動されて前記冷媒を圧縮する電動圧縮機（21）と、
　前記発電機用エンジン（31）に、必要な冷却能力に応じて発停を繰り返す発停サイクル
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を行わせるエンジン発停部（52,53）と、
　前記発電機用エンジン（31）の始動用の電力を供給するバッテリー（35）と、
　前記発電機（32）を電源として充電電流（I）が制御可能に構成され、前記バッテリー
（35）を充電する充電器（36d）と、
　前記バッテリー（35）の放電量に見合う電荷量が、前記発電機用エンジン（31）の発停
サイクル中に充電されるように、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御する充電制御
部（36c）と、
　を備え、
　前記バッテリー（35）の充電不足量を測定する充電過不足量測定部（37）を、さらに備
え、
　前記充電制御部（36c）は、前記充電過不足量測定部（37）が充電不足を検出した場合
には、次に前記発電機用エンジン（31）が始動された際に、前記電動圧縮機（21）の加速
レートを遅くして安定化期間（T）を延ばすことで不足分の充電を行わせることを特徴と
する冷凍装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行って冷凍庫内を冷却する冷凍
装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　冷凍食品などを陸上輸送する冷凍車に設けられて、その冷凍庫内を冷却する冷凍装置（
例えば、トレーラー用冷凍装置）が知られている。そして、このような冷凍装置には、圧
縮機の動力として電力を使用し、その電力を、運転車両の走行用エンジンとは別に設けら
れた発電機用エンジンで発電機を駆動して得るものがある（例えば、特許文献１を参照）
。
【特許文献１】特開２００７-１１３８７４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　ところで、特許文献１に開示された冷凍装置では、冷凍庫内が十分に冷却されている場
合に発電機用エンジンが停止するように制御すれば、燃料消費を低減することが可能にな
る。例えば、冷凍庫の内外の温度差が比較的小さな場合に、発電機用エンジンを停止させ
るのである。
【０００４】
　一般的に、エンジンの始動は、モータとそれに電力を供給するバッテリーによって行わ
れ、バッテリーの充電はそのエンジンに駆動された発電機で行われる。そのため、エンジ
ンの発停が比較的短い間隔で繰り返されると、バッテリーの充電量よりも放電量が多くな
り、バッテリーが充電不足になる可能性がある。例えば、冷凍庫の内外の温度差が小さい
場合などには、発電機用エンジンの発停の繰り返しが起こる可能性がある。
【０００５】
　この充電不足に対しては、バッテリーの充電が完了するまで発電機用エンジンの運転を
続けることも考えられるが、これでは燃料消費が増加する。
【０００６】
　本発明は上記の問題に着目してなされたものであり、発電機用エンジンの発停が頻繁に
繰り返されても、発電機用エンジン始動用のバッテリーが充電不足にならないようにする
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の課題を解決するため、第１の発明は、
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　冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）を備えて冷凍庫（C）
内を冷却する冷凍装置であって、
　発電機（32）と、
　前記発電機（32）を駆動する発電機用エンジン（31）と、
　前記発電機（32）の発電電力で駆動されて前記冷媒を圧縮する電動圧縮機（21）と、
　前記発電機用エンジン（31）に、必要な冷却能力に応じて発停を繰り返す発停サイクル
を行わせるエンジン発停部（52,53）と、
　前記発電機用エンジン（31）の始動用の電力を供給するバッテリー（35）と、
　前記発電機（32）を電源として充電電流（I）が制御可能に構成され、前記バッテリー
（35）を充電する充電器（36d）と、
　前記バッテリー（35）の放電量に見合う電荷量が、前記発電機用エンジン（31）の発停
サイクル中に充電されるように、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御する充電制御
部（36c）と、
　を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　この構成により、発電機（32）と発電機用エンジン（31）によって電動圧縮機（21）が
駆動され、冷媒回路（20）において蒸気圧縮式の冷凍サイクルが行われる。また、エンジ
ン発停部（52,53）は、必要な冷却能力に応じて、発電機用エンジン（31）を発停させる
。そして、充電制御部（36c）は、バッテリー（35）の放電量に見合うだけの電荷量が、
発電機用エンジン（31）の発停のサイクル中に充電されるように、充電器（36d）の充電
電流（I）を制御する。
【０００９】
　また、第１の発明は、
　前記充電制御部（36c）は、前記電荷量の充電が、前記発電機用エンジン（31）の始動
から前記冷媒回路（20）が安定化するまでの安定化期間（T）として設定された所定の期
間内に完了する電流値に、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御することを特徴とす
る。
【００１０】
　この構成により、充電制御部（36c）は、消費した電荷量分の充電が、発電機用エンジ
ン（31）の始動から冷媒回路（20）が安定化するまでの安定化期間（T）として設定され
た所定の期間内に完了するように、充電器（36d）の充電電流（I）を制御する。
【００１１】
　また、第２の発明は、
　第１の発明の冷凍装置において、
　前記バッテリー（35）の充電不足量を測定する充電過不足量測定部（37）をさらに備え
、
　前記充電制御部（36c）は、前記充電過不足量測定部（37）が充電量不足を検出した場
合には、前記冷媒回路（20）の安定化の後も、前記充電器（36d）に充電を継続させるこ
とを特徴とする。
【００１２】
　この構成により、例えば、バッテリー（35）の特性のばらつきなどの理由により、安定
化期間（T）内に、バッテリー（35）の充電を完了できなかった場合には、充電制御部（3
6c）は、冷媒回路（20）の安定化の後も、充電器（36d）に充電を継続させる。
【００１３】
　また、第３の発明は、
　第１の発明の冷凍装置において、
　前記安定化期間（T）を予測する安定化期間予測部（36a）をさらに備えていることを特
徴とする。
【００１４】
　この構成により、充電制御部（36c）は、予測された安定化期間（T）に基づいて、充電
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器（36d）の充電電流（I）を制御する。
【００１５】
　また、第４の発明は、
　第３の発明の冷凍装置において、
　前記冷媒回路（20）は、電子膨張弁（23）を備え、
　前記安定化期間予測部（36a）は、前記安定化期間（T）として、前記電動圧縮機（21）
の回転が安定化するまでの期間、及び前記電子膨張弁（23）の開度調整に要する期間のそ
れぞれの予測期間の合計期間を求めることを特徴とする。
【００１６】
　この構成により、安定化期間予測部（36a）は、安定化期間（T）として最低限使用可能
な期間を見積もることができる。
【００１７】
　また、第５の発明は、
　第１の発明の冷凍装置において、
　前記安定化期間（T）は、予め定めた固定値であることを特徴とする。
【００１８】
　この構成により、充電制御部（36c）は、安定化期間（T）として固定値を用いるので、
バッテリー（35）の充電が常に一定期間内行われる。
【００１９】
　また、第６の発明は、
　冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）を備えて冷凍庫（C）
内を冷却する冷凍装置であって、
　発電機（32）と、
　前記発電機（32）を駆動する発電機用エンジン（31）と、
　前記発電機（32）の発電電力で駆動されて前記冷媒を圧縮する電動圧縮機（21）と、
　前記発電機用エンジン（31）に、必要な冷却能力に応じて発停を繰り返す発停サイクル
を行わせるエンジン発停部（52,53）と、
　前記発電機用エンジン（31）の始動用の電力を供給するバッテリー（35）と、
　前記発電機（32）を電源として充電電流（I）が制御可能に構成され、前記バッテリー
（35）を充電する充電器（36d）と、
　前記バッテリー（35）の放電量に見合う電荷量が、前記発電機用エンジン（31）の発停
サイクル中に充電されるように、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御する充電制御
部（36c）と、
　を備え、
　前記バッテリー（35）の充電不足量を測定する充電過不足量測定部（37）を、さらに備
え、
　前記充電制御部（36c）は、前記電荷量の充電が、前記発電機用エンジン（31）の始動
から前記冷媒回路（20）が安定化するまでの安定化期間（T）として設定された所定の期
間内に完了する電流値よりも小さな値に、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御し、
前記充電過不足量測定部（37）が充電不足を検出した場合には、次に前記発電機用エンジ
ン（31）が始動された際に、前記充電器（36d）に不足分の充電を行わせることを特徴と
する。
【００２０】
　この構成により、例えば第２の発明の装置に比べ、より小さな充電電流でバッテリー（
35）が充電される。
【００２１】
　また、第７の発明は、
　冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行う冷媒回路（20）を備えて冷凍庫（C）
内を冷却する冷凍装置であって、
　発電機（32）と、
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　前記発電機（32）を駆動する発電機用エンジン（31）と、
　前記発電機（32）の発電電力で駆動されて前記冷媒を圧縮する電動圧縮機（21）と、
　前記発電機用エンジン（31）に、必要な冷却能力に応じて発停を繰り返す発停サイクル
を行わせるエンジン発停部（52,53）と、
　前記発電機用エンジン（31）の始動用の電力を供給するバッテリー（35）と、
　前記発電機（32）を電源として充電電流（I）が制御可能に構成され、前記バッテリー
（35）を充電する充電器（36d）と、
　前記バッテリー（35）の放電量に見合う電荷量が、前記発電機用エンジン（31）の発停
サイクル中に充電されるように、前記充電器（36d）の充電電流（I）を制御する充電制御
部（36c）と、
　を備え、
　前記バッテリー（35）の充電不足量を測定する充電過不足量測定部（37）を、さらに備
え、
　前記充電制御部（36c）は、前記充電過不足量測定部（37）が充電不足を検出した場合
には、次に前記発電機用エンジン（31）が始動された際に、前記電動圧縮機（21）の加速
レートを遅くして安定化期間（T）を延ばすことで不足分の充電を行わせることを特徴と
する。
【００２２】
　この構成により、ある発停サイクルで充電不足を生じた場合に、次の安定化期間（T）
が延長され、バッテリー（35）の充電時間が確保される。
【発明の効果】
【００２３】
　第１の発明によれば、発電機用エンジン（31）の始動によって消費した分だけバッテリ
ー（35）が確実に充電されるので、発電機用エンジン（31）の発停が繰り返されても、バ
ッテリー（35）が充電不足になったり、過充電になったりしないようにすることが可能に
なる。
【００２４】
　また、第１の発明によれば、発電機用エンジン（31）が停止するまでの間にバッテリー
（35）の充電を完了させることが可能になる。
【００２５】
　また、第２の発明によれば、安定化期間（T）における充電完了が阻害されても、それ
を補うことが可能になる。
【００２６】
　また、第３の発明によれば、安定化期間（T）を予測するようにしたので、発電機用エ
ンジン（31）が停止するまでの間にバッテリー（35）の充電を完了させることが可能にな
る。
【００２７】
　また、第４の発明によれば、安定化期間（T）として最低限使用可能な期間を見積もる
ことができるので、バッテリー（35）の充電を、より確実に完了させることが可能になる
。
【００２８】
　また、第５の発明によれば、バッテリー（35）の充電が常に一定期間内行われるので、
発電機用エンジン（31）が始動されてから一定期間後に、充電を完了させることが可能に
なる。
【００２９】
　また、第６の発明によれば、より小さな充電電流でバッテリー（35）が充電されるので
、充電器（36d）の小型化が可能になる。
【００３０】
　また、第７の発明によれば、ある発停サイクルで充電不足を生じた場合に、次の安定化
期間（T）が延長されて十分な充電時間が確保されるので、バッテリー（35）が確実に充
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電される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。なお、以下の実施形態
は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物、あるいはその用途の範囲を制
限することを意図するものではない。
【００３２】
　《発明の実施形態１》
　《実施形態の概要》
　以下、本発明に係る冷凍装置の実施形態として、冷凍食品や生鮮食品等を陸上輸送する
冷凍車に用いられる冷凍装置の例を説明する。図１は、本発明の実施形態１に係る冷凍装
置であるトレーラー用冷凍装置（10）の構成と、このトレーラー用冷凍装置（10）が搭載
される冷凍車の関係を模式的に示す図である。図１に示す冷凍車は、運転室や走行用エン
ジンが設けられた運転車両（トレーラーヘッド）と、冷凍庫（C）が設けられた荷台車両
（トレーラー）とが切り離し自在に連結されている。そして、このトレーラー用冷凍装置
（10）は、トレーラーの前方側に設けられ、冷凍庫（C）内を冷却する。
【００３３】
　また、このトレーラー用冷凍装置（10）は、電動圧縮機が設けられ、その動力として電
力を使用する。そして、その電力は、冷凍車の走行中は、運転車両の走行用エンジンとは
別に設けられた発電機用エンジンで発電機を駆動して得る。また、待機場所（トラックヤ
ード）で待機している間は、排気ガスや騒音の防止のため、商用電源から電力の供給を受
ける。
【００３４】
　また、この発電機用エンジンは、必要とされる冷却能力に応じて、発停が行われる。発
電機用エンジンを始動させる際には、バッテリーで駆動されるモータ（エンジンスタータ
）が用いられる。このバッテリーは、前記発電機によって充電される。
【００３５】
　《トレーラー用冷凍装置（10）の構成》
　図１や図２に示すように、トレーラー用冷凍装置（10）は、冷媒回路（20）、電源装置
（30）、電力変換回路（40）、及び制御回路（50）を備えている。
【００３６】
　《冷媒回路（20）の構成》
　冷媒回路（20）は、図２に示すように、電動圧縮機（21）、冷凍庫（C）外に設置され
る凝縮器（22）、電子膨張弁（23）、及び冷凍庫（C）内に設置される蒸発器（24）が順
に配管接続されている。凝縮器（22）の近傍には凝縮器ファン（25）が設けられ、蒸発器
（24）の近傍には蒸発器ファン（26）がそれぞれ設けられている。
【００３７】
　本実施形態の電動圧縮機（21）は、スクロール式の圧縮機である。また、凝縮器ファン
（25）は庫外空気を凝縮器（22）へ取り込み、上記蒸発器ファン（26）は庫内空気を蒸発
器（24）へ取り込む。
【００３８】
　この冷媒回路（20）では、冷媒が循環して蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。つまり
、凝縮器（22）で凝縮した液冷媒が、電子膨張弁（23）で減圧された後、蒸発器（24）で
冷凍庫（C）内空気と熱交換して蒸発し、庫内空気が冷却される。
【００３９】
　《電源装置（30）の構成》
　電源装置（30）は、発電機用エンジン（31）、発電機（32）、切換スイッチ（33）、エ
ンジンスタータ（34）、バッテリー（35）、及び充電部（36）を備えている。
【００４０】
　発電機用エンジン（31）は、運転車両の走行用エンジンとは別に設けられ、この冷凍装
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置（10）専用のものである。そして、この発電機用エンジン（31）は、電子ガバナ制御に
より燃料供給量が調節されることによって運転回転数が制御される。
【００４１】
　発電機（32）は、発電機用エンジン（31）に接続され、該発電機用エンジン（31）の動
力によって発電する。
【００４２】
　切換スイッチ（33）は、発電機（32）と電力変換回路（40）（詳しくは後述する三相コ
ンバータ回路（41））との間には設けられている。この切換スイッチ（33）は、三相コン
バータ回路（41）が発電機（32）に繋がる状態と商用電源に繋がる状態とに切り換える。
例えば、冷凍車が長時間停止する場合には、発電機用エンジン（31）を停止させ、三相コ
ンバータ回路（41）と商用電源とが繋がるように切換スイッチ（33）を切り換える。
【００４３】
　エンジンスタータ（34）は、発電機用エンジン（31）を始動に使用するモータである。
このエンジンスタータ（34）の電源はバッテリー（35）である。このバッテリー（35）は
、充電が可能な二次電池であり、本実施形態では、鉛電池を採用している。このバッテリ
ー（35）の充電は、充電部（36）によって行われる。充電部（36）の構成については後に
詳述する。
【００４４】
　なお、図１では図示を省略しているが、冷凍装置（10）には、発電機用エンジン（31）
の運転回転数を検出するための回転数検出部が設けられている。また、三相コンバータ回
路（41）における電圧、電流を検知するセンサも設けられている。
【００４５】
　《電力変換回路（40）の構成》
　図３は、図１のブロック図を詳細に記載したものである。図３に示すように、電力変換
回路（40）は、三相コンバータ回路（41）、電動圧縮機用インバータ回路（42）、及び２
つの電動ファン用インバータ回路（43）を備えている。
【００４６】
　三相コンバータ回路（41）は、電源装置（30）と電気的に接続され、電源装置（30）の
発電機（32）が発電した交流電力、又は商用電源から供給された交流電力を、直流電力に
変換する。
【００４７】
　電動圧縮機用インバータ回路（42）と、２つの電動ファン用インバータ回路（43）は、
三相コンバータ回路（41）に対して並列に電気的に接続され、該三相コンバータ回路（41
）の直流電力を、所望の電圧と周波数を有した交流電力に変換する。この例では、電動圧
縮機用インバータ回路（42）は、電動圧縮機（21）のモータに交流電力を出力し、該電動
圧縮機（21）を駆動する。また、２つの電動ファン用インバータ回路（43）は、それぞれ
、凝縮器ファン（25）のモータ用、蒸発器ファン（26）のモータ用であり、それぞれのモ
ータに交流電力を出力して、それぞれの電動ファン（25,26）を駆動する。
【００４８】
　《制御回路（50）の構成》
　制御回路（50）は、システム制御部（51）、電力制御部（52）、及びエンジン制御部（
53）の各部で構成されている。
【００４９】
　〈システム制御部（51）の構成〉
　システム制御部（51）は、冷凍庫（C）内の温度（庫内温度）が入力され、その庫内温
度と目標温度とに基づき必要冷凍能力を設定するように構成されている。そして、システ
ム制御部（51）は、必要冷凍能力に基づいて、各インバータ回路（42,43）の出力電力を
個別に制御すると共に、電子膨張弁（23）の開度を制御するように構成されている。つま
り、システム制御部（51）は、電動圧縮機（21）及び電動ファン（25,26）のそれぞれが
最適効率で駆動するように個別に能力制御する。この能力制御では、電動圧縮機（21）を
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停止させる場合もある。
【００５０】
　なお、システム制御部（51）は、外気温、電動圧縮機（21）の吐出管温度、冷媒の凝縮
温度（Tc）および蒸発温度（Te）も加味して、各インバータ回路（42,43）や電子膨張弁
（23）を制御している。また、各インバータ回路（42,43）や電動ファン（25,26）の制御
は、ネットワーク（60）を介して所定の制御信号を送信することによって行う。
【００５１】
　〈電力制御部（52）の構成〉
　電力制御部（52）は、電動圧縮機（21）や各電動ファン（25,26）が消費している電力
に対して最も効率よく電力供給できる発電機用エンジン（31）の回転数を算出し、その情
報をエンジン制御部（53）に出力する。エンジン回転数の算出は、三相コンバータ回路（
41）の入力電流、電圧、或いは電力に基づいて、発電機用エンジン（31）の燃料消費量が
小さく、且つ発電機（32）が高効率となるエンジン回転数を求める。また、この電力制御
部（52）は、三相コンバータ回路（41）の出力電圧の制御も行うようになっている。
【００５２】
　〈エンジン制御部（53）の構成〉
　エンジン制御部（53）は、電力制御部（52）の指示に応じた回転数で発電機用エンジン
（31）が駆動するように、電子ガバナ制御によって発電機用エンジン（31）の燃料供給量
を調節する。この調整では、発電機用エンジン（31）を停止させる場合もある。例えば、
電動圧縮機（21）の停止中は、エンジン制御部（53）は発電機用エンジン（31）を停止さ
せる。なお、電力制御部（52）からの指示は、ネットワーク（60）を介して取得する。
【００５３】
　このように、電力制御部（52）とエンジン制御部（53）の両者は、必要な冷却能力に応
じ、発電機用エンジン（31）に発停の繰り返し（発停サイクル）を行わせる。すなわち、
この両者は、本発明のエンジン発停部の一例である。
【００５４】
　前記のシステム制御部（51）、電力制御部（52）、及びエンジン制御部（53）の各部は
、例えば、マイクロコンピューターと、そのマイクロコンピューターを動作させるプログ
ラムによって構成することができる。
【００５５】
　《充電部（36）の構成》
　充電部（36）は、発電機（32）を電源としてバッテリー（35）を充電する。図４は、本
実施形態に係る充電部（36）の構成を示すブロック図である。同図に示すように、この充
電部（36）は、安定化期間予測部（36a）、放電量測定部（36b）、充電制御部（36c）、
及び充電器（36d）を備えている。
【００５６】
　〈安定化期間予測部（36a）の構成〉
　安定化期間予測部（36a）は、発電機用エンジン（31）が始動されてから冷媒回路（20
）が安定化するまでの期間（以下、安定化期間（T）と呼ぶ）を予測する。そして、予測
した安定化期間（T）の情報を、充電制御部（36c）に出力する。ここでの冷媒回路（20）
の安定化とは、冷媒回路（20）において所望の冷却能力を発揮している状態をいう。
【００５７】
　安定化期間（T）の予測は、冷凍庫（C）内外の温度や冷媒回路（20）における冷媒の圧
力などから行う。例えば、冷媒回路（20）の安定化までには少なくとも、電動圧縮機（21
）のモータ（M）が目標の回転数まで回転数が到達し、その後、電子膨張弁（23）の開度
が調整される必要がある。そこで、本実施形態の安定化期間予測部（36a）は、冷凍庫（C
）内外の温度や冷媒回路（20）における冷媒の圧力などから決定される電動圧縮機（21）
のモータ（M）の目標回転数、及び電子膨張弁（23）の目標開度から、電動圧縮機（21）
のモータ（M）の回転が安定化するまでの期間と、電子膨張弁（23）の開度調整に要する
期間とをそれぞれ予測する。そして、安定化期間予測部（36a）は、予測したこれら期間
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の合計期間を安定化期間（T）として求める。ここで、電動圧縮機（21）のモータ（M）の
目標回転数（ｒｐｓ）をＮｍ、該モータ（M）の加速レートをＡｍ（ｒｐｓ／ｓ）とする
。この場合、モータ（M）の回転数が目標回転数に到達するには、Ｎｍ÷Ａｍ（秒）かか
る。例えば、Ｎｍを定格の回転数（例えば３６００ｒｐｍ＝６０ｒｐｓ）、加速レート（
Am）を２ｒｐｓとして、モータ（M）を加速したとすれば、目標回転数（Nm）に達するに
は３０秒かかることになる。また、電子膨張弁（23）の変化ステップ数をＮｖ、電子膨張
弁（23）の１ステップの変化に要する時間をＴｖとすると、電子膨張弁（23）の開度調整
には、Ｎｖ×Ｔｖ（秒）かかる。
【００５８】
　したがって、安定化期間予測部（36a）が求める安定化期間（T）は、次の関係式（１）
で表すことができる。
【００５９】
　Ｔ＝Ｎｍ÷Ａｍ＋Ｎｖ×Ｔｖ　　・・・（１）
　なお、安定化期間予測部（36a）は、目標回転数（Nm）やステップ数（Nv）に関する情
報を、ネットワーク（60）を介してシステム制御部（51）や電力制御部（52）から取得す
る。
【００６０】
　〈放電量測定部（36b）の構成〉
　放電量測定部（36b）は、バッテリー（35）からエンジンスタータ（34）に流れた電流
を検出し、その情報を充電制御部（36c）に出力する。この放電量測定部（36b）における
電流検出は、例えば、三相コンバータ回路（41）が一般的に備えている、電流検出回路を
利用することができる。
【００６１】
　〈充電器（36d）の構成〉
　充電器（36d）は、発電機（32）を電源として、バッテリー（35）を充電する。より詳
しくは、この充電器（36d）は、発電機（32）の出力が三相コンバータ回路（41）を介し
て、直流電力として与えられ、この直流電力を用いてバッテリー（35）を充電する。また
、この充電器（36d）は、充電電流（I）が制御可能になっている。充電器（36d）の充電
電流（I）の大きさは、充電制御部（36c）が所定の制御信号を該充電器（36d）に与えて
制御する。
【００６２】
　〈充電制御部（36c）の構成〉
　充電制御部（36c）は、バッテリー（35）の放電量を補うだけ、バッテリー（35）を充
電するのに必要な電荷量を求める。また、充電制御部（36c）は、充電器（36d）の充電電
流（I）を制御する。
【００６３】
　より具体的には、充電制御部（36c）は、発電機用エンジン（31）が始動するまでに、
バッテリー（35）から流れた電流値を積算して放電量を算出する。例えば、図５は、発電
機用エンジン（31）を始動する際に、エンジンスタータ（34）に流れる電流の大きさを時
系列で例示したものである。この例では、エンジンスタータ（34）の始動開始の直後は８
００Ａの電流が流れ、１秒後にその大きさは１９０Ａになっている。その後、電流は１８
０Ａ、３５Ａと、段階的に小さくなり、始動開始から１１．３秒後に発電機用エンジン（
31）が始動して、電流は１Ａになっている。この図５においてドットを記した部分の面積
が、バッテリー（35）が放電した電荷量（Q）に相当する。
【００６４】
　この例では、放電した電荷量（Q）は、次の値になる。
【００６５】
　Ｑ＝（８００＋１９０）／２＋１８５＋３５×（１１．３-２）＝１００５．５（Ｃ）
　なお、図５に示したパーターンで電流を１回流しただけでは発電機用エンジン（31）が
始動しなかった場合には、そのパーターンが複数回（例えば３回）繰り返される。充電制
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御部（36c）は、繰り返された回数分の放電量を求める。
【００６６】
　充電制御部（36c）は、前記発停サイクル中に、この電荷量（Q）を充電できるように、
充電器（36d）の充電電流（I）を制御する。本実施形態では、充電制御部（36c）は、前
記の安定化期間（T）に、バッテリー（35）の充電が終わるように、充電電流（I）をＩ＝
Ｑ／Ｔに制御する。
【００６７】
　上記の安定化期間予測部（36a）、及び充電制御部（36c）はそれぞれ、マイクロコンピ
ューターと、そのマイクロコンピューターを動作させるプログラムによって構成すること
ができる。
【００６８】
　以上のように、充電部（36）による充電は、あくまでも消費した電荷を充電するのであ
って、必ずしも、バッテリー（35）が１００％充電された状態（満充電）に充電するとは
限らない。例えば、満充電の５０％の状態を中心にバッテリー（35）を使用するトレーラ
ー用冷凍装置（10）では、そのバッテリー（35）を５０％の状態から４５％の状態になる
まで使用した場合には、使用した５％分を充電するのである。
【００６９】
　《トレーラー用冷凍装置（10）の運転動作》
　次に、本実施形態の冷凍装置（10）の運転動作について説明する。
【００７０】
　例えば、冷凍車が走行する場合には、切換スイッチ（33）は、三相コンバータ回路（41
）が発電機（32）に繋がる状態に切り替えられる。そして、バッテリー（35）からエンジ
ンスタータ（34）に電力が供給されて、発電機用エンジン（31）が始動される。
【００７１】
　これにより、発電機用エンジン（31）は、発電機（32）を駆動し、発電機（32）は、発
電機用エンジン（31）の動力によって交流電力を発電する。三相コンバータ回路（41）は
、発電機（32）が出力した交流電力を、直流電力に変換して各インバータ回路（42,43）
へ出力する。また、各インバータ回路（42,43）は、直流電力を所望の電圧、及び周波数
の交流電力に変換して、充電器（36d）、電動圧縮機（21）、及び電動ファン（25,26）へ
出力する。これにより、電動圧縮機（21）及び各電動ファン（25,26）が駆動し、冷媒回
路（20）にて蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。
【００７２】
　そして、冷凍庫（C）内の温度が目標の温度になると、電動圧縮機（21）の回転数を最
小にしたり電子膨張弁（23）を制御するなどして冷凍能力を小さくするが、それでも能力
が過大である場合は電動圧縮機（21）を停止させる。また、エンジン制御部（53）は発電
機用エンジン（31）を停止させ、これにより、発電機（32）も停止する。その後、冷凍庫
（C）内の温度が上昇すると、再びエンジン制御部（53）は発電機用エンジン（31）を始
動させる。これにより、発電機（32）が交流電力を発電し、電動圧縮機（21）の運転が再
開される。このように、発電機用エンジン（31）と発電機（32）とによって電力が供給さ
れている間は、必要とされる冷却能力に応じて、発電機用エンジン（31）の発停サイクル
が行われる。例えば、冷凍庫（C）内外の温度差が小さい場合などには、発停の間隔が短
くなる。なお、冷凍車が待機場所で待機している場合には、切換スイッチ（33）は、三相
コンバータ回路（41）が商用電源に繋がる状態に切り換えられる。これにより、商用電源
によって電動圧縮機（21）等が駆動して、蒸気圧縮式冷凍サイクルが行われる。すなわち
、商用電源によって電力が供給されている間は、発電機用エンジン（31）と発電機（32）
とは作動していない。
【００７３】
　《バッテリー（35）の充電》
　図６は、バッテリー（35）の使用（放電）及び充電についてのタイミングチャートであ
る。発電機用エンジン（31）の始動にバッテリー（35）の電力が使用されると、以下のよ
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うにして、充電部（36）によって充電が行われる。
【００７４】
　まず、安定化期間予測部（36a）は、発電機用エンジン（31）が起動される際に、前記
の安定化期間（T）を求める。具体的には、安定化期間予測部（36a）は、ネットワーク（
60）を介して、電動圧縮機（21）の目標回転数（Nm）や電子膨張弁（23）のステップ数（
Nv）に関する情報を、システム制御部（51）や電力制御部（52）から取得する。そして、
関係式（１）にしたがって、安定化期間（T）を予測する。トレーラー用冷凍装置（10）
では、図６に示すように、電動圧縮機（21）が起動されると、徐々にその回転数が上昇し
て所定時間（図６では期間（T1））が経過した後に目標回転数（Nm）に達する。そして、
電動圧縮機（21）の回転数が安定した後に電子膨張弁（23）の開度調整が行われる。図６
の例では、開度調整にＴ２の期間を要している。安定化期間予測部（36a）は、このＴ１
とＴ２の合計の予測値を安定化期間（T）として求め、求めた安定化期間（T）の情報を充
電制御部（36c）に出力する。なお、モータ（M）の目標回転数（Nm）や電子膨張弁（23）
のステップ数（Nv）は、冷凍庫（C）内外の温度差などの運転時の状態によって異なる。
したがって、この安定化期間（T）も運転時の状態で異なる。
【００７５】
　一方、バッテリー（35）からエンジンスタータ（34）に電力が供給されている期間中（
図６における期間（T0））、放電量測定部（36b）は、バッテリー（35）の電流の大きさ
を検出する。そして、放電量測定部（36b）は、その検出電流値の情報を充電制御部（36c
）に出力する。検出電流値の情報を受けた充電制御部（36c）は、発電機用エンジン（31
）が始動するまでにその検出電流値を積算して放電量を算出する。そして、充電制御部（
36c）は、バッテリー（35）が放電した量の電荷を、安定化期間（T）内に充電できる大き
さの充電電流（I）を求める。そして、その電流値に充電器（36d）の充電電流（I）を制
御する。例えば、充電制御部（36c）が求めたバッテリー（35）の放電量（電荷量（Q））
が、１００５．５（Ｃ）であり、安定化期間（T）が６０（ｓ）であるとする。この場合
の充電電流（I）は、１００５．５（Ｃ）／６０（ｓ）≒１６．８（Ａ）となる。充電器
（36d）は、充電制御部（36c）に制御された充電電流（I）（この例では約１６．８（Ａ
））をバッテリー（35）に与える。これにより、バッテリー（35）は、安定化期間（T）
内に、放電量に見合った量の電荷を充電される。
【００７６】
　《実施形態１における効果》
　以上のように、本実施形態によれば、安定化期間（T）内に、バッテリー（35）の放電
量に見合う大きさの電流値で充電が行われる。そのため、発電機用エンジン（31）の発停
が繰り返されても、バッテリー（35）が充電不足になったり、過充電になったりすること
はない。そして、バッテリー（35）の充電だけのために、発電機用エンジン（31）を運転
する必要がないので、燃料消費の低減も可能になる。
【００７７】
　《発明の実施形態２》
　上記の実施形態において、充電部（36）の構成を変更した例を説明する。図７は、本発
明の実施形態２に係る充電部（36）の構成を示すブロック図である。この充電部（36）は
、図７に示すように、実施形態１の安定化期間予測部（36a）に代えて充電過不足量測定
部（37）を設けるとともに、充電制御部（36c）の機能の一部を変更したものである。
【００７８】
　本実施形態の充電過不足量測定部（37）は、バッテリー（35）の充電の過不足量を測定
する。具体的には、バッテリー（35）の端子間の電圧を測定したり、バッテリー（35）の
出力電流を検出したりすることによって充電量の過不足を判断する。そして、充電過不足
量測定部（37）は、この判断結果の情報を充電制御部（36c）に出力する。
【００７９】
　また、本実施形態の充電制御部（36c）は、バッテリー（35）の放電量を補うだけ、バ
ッテリー（35）を充電するのに必要な電荷量を求める。この電荷量の求め方は実施形態１
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の充電制御部（36c）と同じである。また、本実施形態の充電制御部（36c）は、求めた電
荷量の充電が、発電機用エンジン（31）の始動から冷媒回路（20）が安定化するまでの安
定化期間（T）として設定された所定の期間内に完了する電流値よりも小さな値に、充電
器（36d）の充電電流（I）を制御する。そして、充電過不足量測定部（37）が充電不足を
検出した場合には、次に発電機用エンジン（31）が始動された際に、充電器（36d）に不
足分の充電を行わせる。この安定化期間（T）は、例えば、種々の条件での安定化期間（T
）を予め実験的に求めておき、その最小値を安定化期間（T）として例えば充電制御部（3
6c）に記憶させておく。
【００８０】
　《実施形態２におけるバッテリー（35）の充電》
　上記のようにして定めた安定化期間（T）よりも、実際の運転では、冷媒回路（20）の
安定化に更なる時間が必要なので、実際に充電を行える期間は、予め定めた安定化期間（
T）よりも長い場合が多いと考えられる。そのため、本実施形態の充電制御部（36c）は、
安定化期間（T）に充電を完了できる電流値よりも小さな充電電流値でバッテリー（35）
が行われるように充電部（36）を制御する。
【００８１】
　そして、充電過不足量測定部（37）は、充電部（36）が充電を終えた後に、バッテリー
（35）の充電の過不足量を判断する。判断結果は、ネットワーク（60）を介して充電制御
部（36c）に出力する。充電制御部（36c）は、充電過不足量測定部（37）の判断の結果か
ら、充電量が十分に足りている場合には制御を終了する。一方、充電が不足している場合
には、次の発停サイクルに、充電器（36d）に不足分の充電を行わせる。すなわち、この
サイクルで消費された電荷の充電に加え、前回のサイクルでの充電で不足した分を補うた
めの充電期間が付加されるのである。
【００８２】
　上記の構成により、本実施形態の充電電流の最大値は、実施形態１の最大充電電流値よ
りも小さくなる。これにより、充電器（36d）を小型化することが可能になる。
【００８３】
　《その他の実施形態》
　〈１〉なお、実施形態１のトレーラー用冷凍装置（10）では、安定化期間予測部（36a
）において安定化期間（T）を予測する代わりに、予め定めた固定値を安定化期間（T）と
して用いることも可能である。この場合には、例えば、種々の条件での安定化期間（T）
を予め実験的に求めておき、その最小値を安定化期間（T）として例えば充電制御部（36c
）に記憶させておくとよい。
【００８４】
　〈２〉また、実施形態１のトレーラー用冷凍装置（10）では、例えば、バッテリー（35
）の特性のばらつきなどの理由により、安定化期間（T）内では、バッテリー（35）の充
電を完了できなかった場合に、冷媒回路（20）の安定化の後も、充電器（36d）に充電を
継続させるようにしてもよい。具体的には、実施形態２で説明した充電過不足量測定部（
37）を設け、安定化期間（T）の後に充電過不足量測定部（37）が充電量不足を検出した
場合に、充電制御部（36c）が充電器（36d）を制御して充電を継続させるようにする。
【００８５】
　〈３〉また、バッテリー（35）として採用した鉛蓄電池は例示である。その他にも、例
えばニッケル水素電池やリチウムイオン電池など種々の二次電池の採用が可能である。
【００８６】
　〈４〉また、充電中に発電機（32）の電力が不足する場合には、電動圧縮機（21）や電
動ファン（25,26）の消費電力の削減を行って、充電に使用する電力を確保するようにし
てもよい。電動圧縮機（21）や電動ファン（25,26）の消費電力の削減は、インバータ回
路（42,43）によって制御すればよい。
【００８７】
　〈５〉また、ある発停サイクルの安定化期間（T）内では、バッテリー（35）の充電を
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サイクル）に、電動圧縮機（21）の加速レート（Am）を通常よりも小さくして、安定化期
間（T）を伸ばすようにしてもよい。これにより、十分な充電時間を確保でき、バッテリ
ー（35）が確実に充電される。具体的には、実施形態２で説明した充電過不足量測定部（
37）をトレーラー用冷凍装置に設ける。また、充電制御部（36c）は、充電過不足量測定
部（37）が充電量不足を検出した場合に、システム制御部（51）に充電不足を通知するよ
うに構成する。そして、システム制御部（51）は、充電不足が通知された場合に電動圧縮
機（21）の加速レート（Am）を遅く制御するように構成しておく。
【００８８】
　〈６〉また、上記の各実施形態では、充電期間中は充電器（36d）の充電電流（I）の大
きさを一定値（実施形態１ではＱ／Ｔ）に制御したが、充電期間中に充電電流（I）を変
化させてもよい。例えば、実施形態１のトレーラー用冷凍装置（10）では、安定化期間（
T）の前半に、Ｑ／Ｔよりも大きな電流でバッテリー（35）に電荷量（Q1）を充電し、安
定化期間（T）の後半にＱ／Ｔよりも小さな電流で電荷量（Q2）（ただし、Ｑ２＝Ｑ-Ｑ１
）を充電するように、充電器（36d）の充電電流（I）を充電制御部（36c）によって制御
してもよい。
【産業上の利用可能性】
【００８９】
　本発明は、冷媒が循環する蒸気圧縮式の冷凍サイクルを行って冷凍庫内を冷却する冷凍
装置として有用である。
【図面の簡単な説明】
【００９０】
【図１】本発明の実施形態１に係る冷凍装置であるトレーラー用冷凍装置（10）の構成と
、このトレーラー用冷凍装置（10）が搭載される冷凍車の関係を模式的に示す図である。
【図２】トレーラー用冷凍装置（10）の冷媒回路を示す配管系統図である。
【図３】トレーラー用冷凍装置（10）の構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の実施形態１に係る充電部（36）の構成を示すブロック図である。
【図５】発電機用エンジン（31）を始動する際に、エンジンスタータ（34）に流れる電流
の大きさを時系列で例示したものである。
【図６】バッテリー（35）の使用（放電）及び充電についてのタイミングチャートである
。
【図７】本発明の実施形態２に係る充電部（36）の構成を示すブロック図である。
【符号の説明】
【００９１】
　　１０　　　トレーラー用冷凍装置（冷凍装置）
　　２０　　　冷媒回路
　　２１　　　電動圧縮機
　　２３　　　電子膨張弁
　　３１　　　発電機用エンジン
　　３２　　　発電機
　　３５　　　バッテリー
　　３６ａ　　安定化期間予測部
　　３６ｃ　　充電制御部
　　３６ｄ　　充電器
　　３７　　　充電過不足量測定部
　　５３　　　エンジン制御部
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